
（事業評価実施要領に基づく事業評価）

 事業評価では、事業実施地区の事業計画毎に、費用に見合った政策効果が得られているか

などを事前に評価するとともに、必要に応じて事後（期中、完了後）の検証を行う。

 事業評価の対象は総事業費10億円以上の事業実施予定地区としている。

 評価書の提出時期は、例年、①事前評価：10月中旬、②期中評価：10月末、③完了後評価：

11月中旬としている。

（実施要領の運用第2の1の（6）の事前の評価に関する調書による協議）

 総事業費10億円未満の事業実施予定地区も含め、調書の提出が必要。

 事業基本計画の承認申請の前に、事前の評価に関する調書をもって水産庁と協議する。

 他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが

妥当性を欠く場合は、他の事業と一体的な調書を作成する。

（事業評価の方法、手法）

 事業評価は、費用対効果分析その他の手法により、事業の必要性、効率性、有効性等につ

いて総合的に評価する。

 事業評価手法の基本的な考え方や便益の計測方法等については水産基盤整備事業費用

対効果分析のガイドライン（令和2年5月改訂,水産庁漁港漁場整備部）等を参考にすることが

できる。

＜関連する通知等＞

「水産関係公共事業の事業評価実施要領」（令和3年4月1日付け2水港第2377号）

「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について」（令和4年4月1日付け3水港第2615号）

＜参考資料等＞

水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン（令和2年5月改訂,水産庁漁港漁場整備部）

水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン－参考資料－（令和３年5月改訂,水産庁漁港

漁場整備部）

Ⅰ-② 事業評価書の作成

漁港漁場整備事業では、 原則、事業主体に対し事業評価の実施を義務付けている。

総事業費10億円以上の場合、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」 （平成13年法律第

86号）に基づく事業評価を「水産関係公共事業の事業評価実施要領」（ 以下、「事業評価実施要

領」という。） ）によって実施することとなる。ただし、地方創生港整備推進交付金及び農山漁村地

域整備交付金に係る事業、水産物供給基盤機能保全事業、災害復旧事業並びに国が行う特定

漁港漁場整備事業のうち漁港漁場整備法第4条第１項第１号の補修に係る事業は除かれる。

また、総事業費10億円未満の場合でも、 実施要領の運用第2の1の（6）に基づき、事前の評価

に関する調書を作成し、水産庁と協議する。
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水産関係公共事業評価体系図（総事業費10億円以上の事業が対象）

※総事業費10億円未満の事業については、実施要領の運用第2の1の（6）及び第6の規
定に応じて評価等を行うこと。 32



事前評価書の参考事例
（事業評価実施要領に基づく事前評価の事例）

33



34



35



36



37



38

※ 過去の事業評価事例については、以下の農林水産省webページで閲覧できる。
（https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/assess/hyouka/koukyou_index.html）
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Ⅰ-③ 事業基本計画の変更

（計画変更の理由）

 計画変更が避けられない事態には以下のものが挙げられる。

① 当初計画の内容と現場の状態が一致しない場合

（異常な天然現象により地形が変化した場合、計画策定後の調査・検討によって経済的、

合理的な計画に変更することが可能となった場合 など）

② 社会情勢が変化した場合

（漁業情勢又は経済情勢の急激な変化によって計画規模を変更する必要が生じた場合、

インフレーションなど予期することのできなかった異常な事態が発生した場合など）

 計画変更の理由については、漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国

漁港漁場協会）の5.1計画変更を参考にできる。

（事業基本計画の変更の基準）

 事業基本計画の変更の基準は、運用第2の3で規定している。

（実施要領の運用第2の3で計画変更が必要となる具体的な内容）

ア 計画工事種目の新設又は廃止

イ 計画工事種目ごとの計画数量の変更であって20％以上の増減

ウ 計画位置等の大幅な変更

[参考]

 特定漁港漁場整備事業計画の変更の基準は、漁港漁場整備法施行規則第1の6、特定漁港

漁場整備事業実施要領第3で規定している。

（施行規則第1の6で規定されている変更基準のポイント）

一 目的又は第一条の四第一項第一号に掲げる事項（環境との調和に関する事項）に

係る変更

二 次に掲げる工事に関する事項の変更

イ 基本施設（外郭施設にあっては、他の防波堤により防護される水域内に設置される

防波堤を除く。）の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する

大幅な変更

ロ～二 省略

三 計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更

事業基本計画の承認を受けた後、情勢の変化が生じて当初の計画どおり施行することが不可

能あるいは不適当となった場合には、事業の全部、若しくは一部を中止又は変更の措置をとるこ

とが必要であり、これを計画変更という。

この場合の変更の手続き等については、実施要領及び運用等に基づいて変更の手続きをとる

ことが必要である。

なお、特定漁港漁場整備事業の場合は「特定漁港漁場整備事業実施要領」に基づいて計画の

変更を行う。
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＜関連する通知等＞

 「水産物供給基盤整備事業等実施要領」（令和5年3月31日付け4水港第2964号）

 「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について]（令和5年3月31日付け4水港第

2966号）

（特定漁港漁場整備事業計画の場合）

 漁港漁場整備法施行規則（昭和26年農林省令第47号）

 特定漁港漁場整備事業実施要領（平成14年6月5日付け14水港第960号）

＜参考資料＞

 漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国漁港漁場協会）

 漁港計画の参考図書（令和３年度）

 人工魚礁漁場造成計画指針（平成12年度：社団法人全国沿岸漁業振興開発協会）

 増殖場造成指針(昭和58 年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

 増殖場造成計画指針〔ﾏﾀﾞｲ･ｲｾｴﾋﾞ編〕(昭和63年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

 増殖場造成計画指針〔ﾋﾗﾒ・ｱｻﾘ編〕(平成8年度：(社)全国沿岸漁業振興開発協会)

計画変更の承認を必要としない場合（主な漁港施設）
（出典） 漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度 p.275

①外郭施設 ③係留施設

④輸送施設②水域施設
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＜要求資料に関連する通知等＞

 令和○年度水産基盤整備事業等概算要求ヒアリング作成要領（毎年度4月頃に水産庁計

画課から都道府県に事務連絡で依頼しているものです。）

 各要求ヒアリングまでに作成する資料は、管内図、事業別総括表、事業箇所別総括表等の

総括的資料と事業地区ごとの事業別概要書、地区別資料（位置図、平面図、標準断面図）

がある。

 水産庁の予算要求（概算、実施）ヒアリングは、都道府県における水産業の実状及び水産基

盤整備の考え方、概算要求額、事業実施要求箇所及び事業目的等を水産庁が都道府県か

ら聴取し、当初予算配分案の作成を行う際の参考とするために行っている。

 概算要求ヒアリングは例年5月中旬～6月下旬、実施要求ヒアリングは1月中旬～2月中旬に

行っている。

 都道府県は、各ヒアリングまでに管内の関係市町村等の要求内容を把握し、各都道府県全

体の要求内容をとりまとめ、所定の様式に沿って要求資料を作成する。

Ⅱ． 予算要求と交付申請
Ⅱ-① 予算（概算・実施）要求資料の作成

事業別概要書イメージ
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（補助金等の割当内示）

 水産庁では、補助金等の割当内示は、予算成立後の４月上旬（平常時）に都道府県に対し

て事業種類別、区分（本土・離島）別、漁港又は地区別に通知している。

 補助金の割当内示は法律に基づくものではないが、補助事業者はこれに基づいて本格的に

事業に必要な手続き（補助金交付申請など）を開始する。

 当初・補正予算に係る公共事業の箇所別予算額については、農林水産省HPの次のページ

にて公表している。（https://www.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/kokyo_jigyo.html）

（補助金交付申請書）

 補助事業者は、割当内示後、毎年度別に定める期日（直接補助の場合は内示後20日以内、

間接補助の場合は45日以内）までに補助金交付申請書を作成し、農林水産大臣宛てに提出

する。なお、毎年度別の期日は、割当内示と一緒に通知される。

 交付申請の内容については、事前に水産庁の審査ヒアリングを受け、認められた内容でな

ければならない。（審査ヒアリングに必要な資料は、[p.50]のⅢ-①工事設計書の作成を参照

のこと。）

（早期着工のための審査ヒアリング）

 気象・海象条件による工期の制約等、年度始めから速やかな工事発注が必要な場合にあっ

ては、「補助金早期交付決定（早期着工）」の制度を活用し、水産庁の審査ヒアリングを２月

～３月に受けることができる。

Ⅱ-② 補助金交付申請

国から補助金等の割当内示を受けた補助事業者（都道府県、市町村又は水産業協同組合の

代表者）は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（以下「適正化法」という。）第

５条、適正化法施行令第３条、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」第２条及び交付要綱第４

の規定に基づき、農林水産大臣宛てに補助金交付申請書を提出し、交付決定を受けることとなっ

ている。

水産庁は、補助事業者から交付申請のあったものについて審査して、補助条件を付して補助事

業者に速やかに交付の決定通知をする。

補助事業者は、補助金等の交付決定の通知によって、国から補助金等の交付を受ける権利を

得るとともに、補助事業を遂行する義務が生じることになる。なお、間接補助事業については、補

助事業者（都道府県）が、間接補助事業者（市町村）に対し速やかに交付決定を通知する。

【解説】 直接補助と間接補助

 直接補助とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業を行う者に国が直接補助す
るものをいう。

 間接補助とは、他の者を経由して間接的に補助するものをいう。経由する段階が単一で
なく、複数である場合もすべて間接補助という。

（出典） 「補助金制度」加藤剛一・田頭基典共著
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＜関連する通知等＞

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）

 農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）

 水産基盤整備事業補助金交付要綱（平成13年４月13日付け12水港第4494号）

 補助金等交付決定に要する標準的処理期間について（平成12年3月30日付け12経第605

号）

（参考となる資料等）

 漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国漁港漁場協会）

（申請から交付決定までの期間）

 申請から交付決定までに要する期間については、適正化法第５条において各省各庁の長が

通常要するべき標準的な期間を定め、公表するとされている。

 農林水産省においては、補助金等交付決定に要する標準的処理期間について（平成12年3

月30日付け12経第605号 農林水産事務次官通知）の中で、標準的処理期間を補助金等に

係る申請が到達してから1月以内に処理するよう努めるとしている。
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交付申請書の参考事例

44

（Ⅲ-①工事設計書の参考事例を参照）

（次頁下段参照）

（次頁上段参照）
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● 事業の目的の記入例

● 事業計画総括表の記入例



Ⅱ-③ 内示変更要望と交付決定変更申請

予算は、単年度主義であることから、当年度内の執行に向けて努力することが求められる。し

かし、やむを得ない事由によって事業の執行が困難な場合には、早い段階で内示変更の制度を

活用して他地区に振り替えることで予算の有効活用を図ることが重要である。

また、内示変更に伴って補助金の交付決定を受けた事業内容（軽微な変更の範囲に係るもの

を除く。）を変更しようとする場合には、交付要綱第6の規定に基づき、都道府県知事は変更の理

由を記載した交付決定変更申請書に関係書類を添え、農林水産大臣に提出し、承認を受けるこ

ととなっている。（この手続きを「重変」という。）

なお、交付決定変更申請に当たっては、事前に審査ヒアリングを受け、変更内容についての水

産庁担当官の承諾を得ておく必要がある。審査ヒアリングについては、随時受け付けている。

（内示変更要望）

 内示変更の要望調査は、通常、年３回（６月、９月、12月）に実施している。これら要望調査

時期を踏まえ、計画的に準備を行うことが必要である。

 要望に当たっては、①内示変更要求表、②増額要求地区については増額要求理由及び対

象箇所を示した平面図、③減額要求地区については減額理由の説明資料及び平面図を提

出する。

（交付決定変更申請）

 変更の承認を受ける必要があるのは、①事業に要する経費の配分の変更（軽微なものを除

く。）、②事業の内容の変更（軽微なものを除く。）、③事業を中止又は廃止、いずれかに該

当する場合である。

 軽微なものについては、交付要綱第９で規定されている。

例えば、以下の要件に該当しない場合となっている。

① 事業の内容の変更であれば手戻り工事を伴うもの、施工位置・計画法線を変更するも

の、標準構造を変更するもの等

② 経費の配分の変更であれば費目の新設又は廃止、工事費の費目ごとの増加額が100

分の30に相当する金額（当該経費の額の100分の30に相当する金額が400万円以下の

場合にあっては、400万円）又は2,000万円のいずれかを超えるもの

 変更申請書の様式は、交付要綱の様式第３号（事業の場合）又は様式第４号（調査指導監

督費の場合）を用いる。

 変更申請書の作成に当たっては、漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度版（公益社団法

人全国漁港漁場協会）の2.1.6「事業実施計画変更の手続き」、5.3「実施計画の変更と変更

手続き」を参考にすることができる。

＜関連する通知等＞

 水産基盤整備事業補助金交付要綱（令和5年3月31日付け４水港第2494号）

（参考となる資料等）

 漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国漁港漁場協会）
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※上表からの続き
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変更理由の具体例



（繰越の手続き）

 農林水産大臣から示達を受けた予算を翌年に繰り越して使用する場合には、農林水産大臣

から事務の委任を受けた支出負担行為担当官（都道府県知事が指定する職員）が繰越計算

書を作成し、財務局長等の承認を経るとともに、繰越内容（予定を含む。）について農林水産

大臣宛てに報告することとなっている。

（事業繰越見込報告書）

 事業主体は、事業が年度内に完了しないことが見込まれる場合、規則第３条第２号の規定

により、農林水産大臣へ事業繰越見込報告書を提出するとともに、繰越内容、経緯等につい

て事業関係担当課（水産基盤整備事業の場合は水産庁整備課）に十分説明し、必要な指示

を受ける。

 やむを得ず繰越に至ると判断されたときは、その繰越の種類に応じ、適期に関係機関（地方

財務局等）へ必要な手続きを行うものとする。 繰越見込報告書は2月10日までに予定額を

もって報告し、その後変更が生じた場合は、速やかにその旨を報告する。

 繰越の制度、手続きに当たっては、繰越しガイドブック《改訂版》（令和２年６月財務省主計局

司計課）や漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国漁港漁場協会）を

参考にすることができる。

Ⅱ-④ 繰越手続き

国の歳出予算は原則としてその年度内に全額を使用すべきものであるが、すべての事業につ

いて、この原則どおり処理することはかえって非効率となって実状に添わない場合がある。この

ため、財政法は、会計年度独立の原則（財政法第12条）の例外を認め、一定の条件の下でなら

ば歳出予算を翌年に繰り越して使用できる道を開き、国の経費の経済的・効率的な執行を図るこ

ととしている。

繰越には４つの種類あるが、漁港漁場整備事業の場合、明許繰越又は事故繰越が主な繰越

理由として該当する。

また、繰越は、繰越の事由、科目等がそれらの繰越の要件に該当するからといって、自動的に

翌年度に繰越されるものではなく、手続きが適切に行われることが不可欠となっている。

【解説】 明許繰越しと事後繰越し

● 明許繰越し（財政法第14条の３）
明許繰越しとは、財政法第14条の３の規定による繰越である。同条の規定によると「歳出予算の

経費のうち成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものにつ、その性
質上又は予算いては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。」ことと
なっている。

● 事故繰越し（財政法第42条ただし書）
事故繰越しとは、財政法第42条ただし書の規定による繰越である。同条の規定によると「歳出予

算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終わら
なかったものは、これを翌年度に繰り越して使用することができる。」こととなっている。
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繰越しに係る事務の流れ

＜関連する通知等＞

 農林畜水産業関係補助金等交付規則第３条第２号

 歳出予算の繰越しをする場合及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出す

べき債務を負担する場合の手続について（改正平成20年3月28日付け財計第753号）

＜参考資料＞

 漁港漁場関係事業事務必携 令和４年度（公益社団法人全国漁港漁場協会）

第9章 繰越関係

 繰越しガイドブック《改訂版》（令和２年６月財務省主計局司計課）

（都道府県知事の指定する職員） （各財務局長、福岡財務支局長、
沖縄総合事務局長）

②

③

⑤

⑤④

③

② ⑥

⑥

⑥

③

繰
越
申
請
と
り
ま
と
め

①
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繰越しガイドブックp.31 
(2) 各省各庁の長が繰越しの手続に関する事務を支出負担行為担当官等に委任している場合

① 都道府県は、管下市町村等から繰越申請を取りまとめる。
② 支出負担行為担当官等は、繰越計算書を作成して財務局長等に提出。その旨農林水産大臣へ報告

する。
③ 財務局長等は、提出された繰越計算書を審査し、承認した場合には、支出負担行為担当官等へ承

認した旨通知し、歳出予算繰越承認報告書を作成し、財務大臣に提出する。
④ 支出負担行為担当官等は、繰越承認の通知があった場合には、その旨を各省各庁の長に報告する。
⑤ 支出負担行為担当官等は、繰越しを必要とする額が確定したときは、繰越額確定計算書を作成し

て農林水産大臣へ申請し、財務局長等へ送付する。なお、後日当該繰越額確定計算書の記載事項に
ついて、変更する必要が生じた時は、速やかに訂正し当該財務局長等へ送付する。

⑥ 農林水産大臣は、支出負担行為担当官等から送付された繰越額確定計算書に基づいて繰越しをし
たとき、繰越済通知書を作成して財務大臣及び会計検査院へ送付し、その旨支出負担行為担当官等
に通知する。
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